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市民課日曜特設窓口の開設市民課日曜特設窓口の開設

　３月、４月の日曜日に、住民異動届などの臨時受付を行います。
腹３月２８日、４月４日（各日曜日）　午前９時～午後５時（正午～午
後１時を除く）
複市民課
※駅前出張所は閉所のため、受け付けしていません。
淵▼各種証明書の交付
▼住民異動届（転入・転出など）
▼印鑑登録
▼戸籍の届け出
▼個人番号カードの交付
▼電子証明書の更新
※住民基本台帳カード・個人番号カードを利用する転入届は、
住民基本台帳ネットワークシ
ステムが停止しているため、
受け付けることができません。
　また、届出内容により、他
市などへの照会や市民課以外
の手続きが必要となる場合に
は、後日来庁していただくこ
とがあります。
物市民課☎奮２１０

物社会教育課☎奮３６５、人権・男女共同参画課☎奮８１１
　新聞報道などにおいては、長く続く新型コロナウイルス感染
症の影響で社会情勢が変化し、変わっていく生活環境や生活困
窮などがストレスや不安を抱える要因となり、自殺者数が増加
傾向であると報じられています。
　このような状況の中、私たちには身近でできることがありま
す。それは、一人ひとりが「ゲートキーパー」になることです。
ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、適切
な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要
な支援につなげ、見守る）を図ることができる人のことです。
悩んでいる人に寄り添い、関わりを通して「孤立・孤独」を防
ぎ、支援することで自殺を防ぐことができるかもしれません。
　そのためには、１人でも多くの方が、ゲートキーパーとして
の意識をもち、専門的な知識がなくても、それぞれの立場でで
きることから進んで行動を起こしていくことが大切です。
　新型コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えない今だから
こそ、一人ひとりがお互いを思いやる気持ちをもって行動する
ことが、何よりも大事なのではないでしょうか。まずは身近に
いる人の変化に気づき、支えあっていく社会をみんなで目指し
ていきましょう。

人権それは人権それは 愛
私たちにできる「自殺」の防止について
� ～身近に悩みを抱えている人はいませんか～

広報やしおに掲載したイベン
トなどは、中止・変更になる場
合があります。詳しくは、市
ホームページをご覧ください。

案内案内
八潮市議会定例会の傍聴

　令和３年第１回八潮市議会定例
会を３月１９日まで開会していま
す。
一般質問日＝３月１６日㈫～１８日
㈭
※一般質問とは、議員が市の仕
事全般について、執行機関から
現在の状況やこれからの考えを
聞くこと
払各日２１人（当日先着順）
物議事調査課☎奮２７７

第２回八潮市地域公共
交通協議会の傍聴

腹３月２６日㈮　午後２時～
複八潮メセナ集会室
淵持続可能な地域公共交通に関
する協議および八潮市地域公共
交通計画（案）などについて
払１０人（当日先着順）
物交通防犯課☎奮３９７

固定資産の価格等の縦覧と
固定資産課税台帳の閲覧

　令和３年度固定資産税（土地
・家屋）の納税者は、本人の土
地や家屋の価格と市内の他の土
地や家屋の価格との比較ができ
るよう、次の帳簿を縦覧できま
す。あらかじめ税額を確認した
い方は、この機会をご利用くだ
さい。
腹４月１日㈭～５月３１日㈪　①午
前８時３０分～午後５時１５分②午前
８時３０分～午後７時
複①資産税課（縦覧・閲覧）②
駅前出張所（閲覧のみ）
淵土地価格等縦覧帳簿（所在・
地番・地目・地積・価格）、家
屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋
番号・種類・構造・床面積・価格）
弗本人確認ができるもの（マイ
ナンバーカード、運転免許証、
健康保険証など）
※市内に固定資産をお持ちの方
で、この期間に本人の課税台帳
を閲覧される方には、課税台帳
の写しを無料でお渡しします
（この期間を過ぎると有料）。
物資産税課☎奮４１２

トレーニング室利用登録
　文化スポーツセンターには、

告については、越谷税務署（☎
９６５－８１１１）へお問い合わせ
ください。
物市民税課☎奮２０６

３月は「自殺対策強化月間」
　自殺は個人の自由な意思や選
択の結果と思われがちですが、
実際にはさまざまな要因が複雑
に関係し、心理的に追い込まれ
た末の死です。身近な人の変化
に気づいたら、まずは耳を傾け
ねぎらい、支援先につなげ、温
かく見守りましょう。
　保健センターでは、月１回精
神科医によるこころの相談を行
っています。１人で悩まずご相
談ください。
物保健センター☎９９５－３３８１
相談機関など
・こころの健康相談統一ダイヤ
ル☎０５７０－０６４－５５６
・支援情報検索サイト
ｈｔｔｐ：／／ｓｈｉｅｎｊｏｈｏ．ｇｏ．ｊｐ
・よりそいホットライン（２４時
間対応）錆０１２０－２７９－３３８

ＨＯＴＨＯＴ
市役所の電話

996-2111
FAX

995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した内容が聞き取
れなかった場合、再度聞き直せます（定
時放送を除く）。通話料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

コーナーコーナー

おしらせおしらせ

ランニングマシーンやエアロバ
イクなどのトレーニング機器を
備えたトレーニング室がありま
す。令和３年度にトレーニング
室を利用するには、利用の登録
手続きと講習会の受講が必要で
す。初めての方は必ず受講して
ください。
利用期間　登録手続き後～令和
４年３月３１日
利用時間　午前９時～午後９時
覆市内在住・在勤・在学の１５歳
以上（令和３年４月２日現在）の方
※中学生を除く
沸２‚０００円
仏４月１日午後２時から、文化ス
ポーツセンター（☎９９６－５１２６）
へ

市民税・県民税・所得
税などの申告期限延長

　新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の観点から、申告期限
が４月１５日まで延長されました。
　なお、３月１６日以降の確定申


